
○戸田市重度障害者等福祉金支給条例 

昭和４５年３月２８日 

条例第２９号 

改正 昭和４７年７月１日条例第２６号 

昭和４７年１２月２７日条例第３６号 

昭和４９年７月１日条例第３２号 

昭和５０年１２月２３日条例第３１号 

昭和５２年６月２４日条例第３９号 

昭和５３年９月２６日条例第３０号 

昭和５４年１０月１日条例第２６号 

昭和５５年１２月２０日条例第２５号 

昭和５６年９月２８日条例第２７号 

昭和５７年９月２７日条例第３８号 

昭和６０年３月２９日条例第６号 

昭和６１年３月１日条例第９号 

平成１８年３月１６日条例第１２号 

平成２１年９月３０日条例第２２号 

平成２４年３月２７日条例第８号 

（目的） 

第１条 この条例は、重度の障害等を有する者（以下「重度障害者等」という。）

の健全な発育と福祉の向上をはかるため、戸田市重度障害者等福祉金（以下

「福祉金」という。）を支給することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「重度障害者等」とは、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者で、

次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 埼玉県療育手帳制度要綱（平成１４年埼玉県告示第１３６５号）に基づ

く療育手帳の交付を受けた者のうち、「（(A)）」、「A」又は「B」の障害

を有する者 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定に基づ

き身体障害者手帳の交付を受けた者のうち同法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号）別表第５号の規定に基づく２級以上の障害を有する者 



(3) 規則で定める超重症心身障害児である者 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の

うち同法施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の規定に基づ

く２級以上の障害を有する者 

(5) 規則で定める特定疾患等にり患している者 

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令（昭和５０年政令第２０

７号）別表第１に定める者 

２ この条例において「保護者」とは、親権を行う者及び後見人であって、重

度障害者等を現に保護し、当該重度障害者等が福祉金に関する諸手続を行う

ことができない場合は、これを代理することができる者をいう。 

（受給資格等） 

第３条 福祉金を受けようとする者は、市長に申請し受給資格の認定を受けな

ければならない。 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、本人又は保護者に通知するものとする。 

（受給資格の消滅） 

第４条 前条の認定を受けた者（以下「受給資格者」という。）が次の各号の

いずれかに該当することになったときは、受給資格を失う。 

(1) 受給資格者が第２条第１項各号のいずれの規定にも該当しなくなった

とき。 

(2) 受給資格者が死亡したとき。 

(3) 受給資格者が本市に居住しなくなったとき。 

２ 前項各号のいずれかに該当することになったときは、受給資格者又は保護

者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。 

（福祉金の額） 

第５条 福祉金の額は、別表のとおりとする。 

（支給期間） 

第６条 福祉金の支給期間は、申請した日の属する月から、支給すべき理由が

消滅した日の属する月までとする。 

（支給の制限等） 

第７条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉金

の支給を停止することができる。 
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(1) 受給資格者の前年の所得（１月から７月までの月分の福祉金については、

前々年の所得とする。）により、戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）

第１１条の規定に基づく市民税が課税されているとき。 

(2) 前号の市民税課税状況が、税の申告を行わないこと等により確認できな

いとき。 

(3) 受給資格者が公費で病院に入院したとき。 

(4) 受給資格者が障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令

（昭和５０年厚生省令第３４号）第１条又は第１４条に規定する施設等に

入所したとき。 

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（福祉金の返還） 

第８条 偽りその他不正の手段により福祉金を受けた者があると認めたときは、

市長は支給した金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（再判定） 

第９条 市長は必要があると認めるときは、受給資格者又はその保護者に対し、

当該受給資格者の障害程度について判定を受けるよう命ずることができる。 

（適用除外） 

第１０条 この条例は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号。以下「法」という。）第１７条の規定による障害児福祉手

当又は同法第２６条の２の規定による特別障害者手当を受けている者には適

用しない。ただし、第２条第１項第３号に定める者については、この限りで

ない。 

２ この条例は、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４

号）附則第９７条の規定に基づき福祉手当の支給を受けている者については、

適用しない。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。 

２ 戸田市身体障害者福祉金支給条例（昭和４１年条例第１８号）は、廃止す

る。 

附 則（昭和４７年条例第２６号） 
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この条例は、昭和４７年７月１日から施行する。 

附 則（昭和４７年条例第３６号） 

この条例は、昭和４８年１月１日から施行する。 

附 則（昭和４９年条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。 

附 則（昭和５０年条例第３１号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５０年１０月１日から適用する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては適用しない。ただし、当該法律の支給額が本条例の支給額より少な

い場合は、その差額を支給する。 

附 則（昭和５２年条例第３９号） 

１ この条例は、昭和５２年８月１日から施行する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和５３年条例第３０号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５３年８月１日から適用する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和５４年条例第２６号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５４年８月１日から適用する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和５５年条例第２５号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５５年８月１日から適用する。 

２ 改正前の戸田市重度心身障害者福祉金支給条例の規定に基づいて支払われ

た福祉金は、改正後の戸田市重度心身障害者福祉金支給条例の規定による福

祉金の内払とみなす。 

３ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和５６年条例第２７号） 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年８月１日から適用する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に



ついては、適用しない。 

附 則（昭和５７年条例第３８号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和６０年条例第６号） 

１ この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ この条例は、法第１７条の規定に基づく福祉手当の支給を受けている者に

ついては、適用しない。 

附 則（昭和６１年条例第９号） 

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第１２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に福祉金の支給を受けている者の平成１８年１１

月分までの福祉金の支給については、戸田市重度障害者等福祉金支給条例第

７条第１号及び第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２１年条例第２２号） 

この条例は、平成２２年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２４年７月９日（以下「施行日」という。）から施行す

る。 

別表（第５条関係） 

障害程度 月額 

第２条第１項各号に規定する者（次項に定める者を

除く。） 

８，０００円 

第２条第１項第１号に規定する者のうちBの障害を

有する者及び同項第５号に規定する者 

４，０００円 

 


